
令和⼆年原⼦⼒規制委員会規則第⼗⼀号
使⽤施設等の技術基準に関する規則

原⼦⼒利⽤における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉
の規制に関する法律等の⼀部を改正する法律（平成⼆⼗九年法律第⼗五号）の⼀部
の施⾏に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律（昭和
三⼗⼆年法律第百六⼗六号）第五⼗五条の⼆第⼆項第⼆号の規定に基づき、使⽤施
設等の技術基準に関する規則を次のように定める。

⽬次
第⼀章 総則（第⼀条―第三条）
第⼆章 使⽤施設等の基準（第四条―第⼆⼗七条）
第三章 雑則（第⼆⼗⼋条）
附則

第⼀章 総則

（適⽤範囲）
第⼀条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律（以
下「法」という。）第五⼗五条の⼆第⼀項の検査の対象となる使⽤施設等につい
て適⽤する。

（定義）
第⼆条 この規則において使⽤する⽤語は、法において使⽤する⽤語の例による。
２ この規則において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
⼀ 放射線 核燃料物質の使⽤等に関する規則（昭和三⼗⼆年総理府令第⼋⼗四
号。以下この項において「使⽤規則」という。）第⼀条第⼆項第⼀号に規定す
る放射線をいう。
⼆ 管理区域 使⽤規則第⼀条第⼆項第⼆号に規定する管理区域をいう。
三 周辺監視区域 使⽤規則第⼀条第⼆項第三号に規定する周辺監視区域をい
う。
四 放射性廃棄物 使⽤規則第⼀条第⼆項第五号に規定する放射性廃棄物をい
う。
五 設計評価事故 使⽤施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成
⼆⼗五年原⼦⼒規制委員会規則第三⼗四号。以下「使⽤許可基準規則」とい
う。）第⼀条第⼆項第⼆号に規定する設計評価事故をいう。
六 安全機能 使⽤許可基準規則第⼀条第⼆項第三号に規定する安全機能をい
う。
七 安全上重要な施設 使⽤許可基準規則第⼀条第⼆項第四号に規定する安全上
重要な施設をいう。
⼋ 多様性 使⽤許可基準規則第⼀条第⼆項第五号に規定する多様性をいう。

（特殊な設計による使⽤施設等）
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第三条 特別の理由により原⼦⼒規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規
定によらないで使⽤施設等を設置することができる。
２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置⽅法を記載した申請書に
関係図⾯を添付して申請しなければならない。

第⼆章 使⽤施設等の基準

（核燃料物質の臨界防⽌）
第四条 使⽤施設等は、核燃料物質の臨界を防⽌するため、次に掲げる措置が講じ
られたものでなければならない。
⼀ 核燃料物質の取扱い上の⼀つの単位（以下この条において「単⼀ユニット」
という。）において、通常時に予想される機械若しくは器具の単⼀の故障若し
くはその誤作動⼜は運転員の単⼀の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界
に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状⼨法の管理、核
燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性⼦吸収材の形
状⼨法、濃度若しくは材質の管理⼜はこれらの組合せにより臨界を防⽌するた
めの措置その他の適切な措置
⼆ 単⼀ユニットが⼆つ以上存在する場合において、通常時に予想される機械若
しくは器具の単⼀の故障若しくはその誤作動⼜は運転員の単⼀の誤操作が起き
た場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単⼀ユニット相互間
の適切な配置の維持若しくは単⼀ユニットの相互間における中性⼦の遮蔽材の
使⽤⼜はこれらの組合せにより臨界を防⽌するための措置
三 臨界警報設備その他の臨界事故を防⽌するために必要な設備が設けられてい
ること。

（使⽤施設等の地盤）
第五条 使⽤施設等は、使⽤許可基準規則第⼋条第⼀項の地震⼒が作⽤した場合に
おいても当該使⽤施設等を⼗分に⽀持することができる地盤に設置されたもので
なければならない。

（地震による損傷の防⽌）
第六条 使⽤施設等は、これに作⽤する地震⼒（使⽤許可基準規則第九条第⼆項の
規定により算定する地震⼒をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼ
すことがないものでなければならない。
２ 耐震重要施設（使⽤許可基準規則第⼋条第⼀項に規定する耐震重要施設をい
う。以下この条において同じ。）は、使⽤許可基準規則第九条第三項の地震⼒に
対してその安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
３ 耐震重要施設は、使⽤許可基準規則第九条第三項の地震により⽣ずる斜⾯の崩
壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な
措置が講じられたものでなければならない。

（津波による損傷の防⽌）
第七条 使⽤施設等は、その供⽤中に当該使⽤施設等に⼤きな影響を及ぼすおそれ
がある津波によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他
の適切な措置が講じられたものでなければならない。



（外部からの衝撃による損傷の防⽌）
第⼋条 使⽤施設等は、想定される⾃然現象（地震及び津波を除く。）によりその
安全機能を損なうおそれがある場合には、防護措置その他の適切な措置が講じら
れたものでなければならない。
２ 使⽤施設等は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外
部からの衝撃が発⽣するおそれがある要因がある場合には、事業所における⽕災
⼜は爆発事故、危険物を搭載した⾞両、船舶⼜は航空機の事故その他の敷地及び
敷地周辺の状況から想定される事象であって⼈為によるもの（故意によるものを
除く。）により使⽤施設等の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切
な措置が講じられたものでなければならない。

（⽴⼊りの防⽌）
第九条 使⽤施設等は、⼈がみだりに管理区域内及び周辺監視区域内に⽴ち⼊らな
いような次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。
⼀ 管理区域の境界には、壁、柵その他の区画物及び標識が設けられているこ
と。
⼆ 周辺監視区域の境界には、柵その他の⼈の侵⼊を防⽌するための設備⼜は標
識が設けられていること。ただし、当該区域に⼈が⽴ち⼊るおそれがないこと
が明らかな場合は、この限りでない。

（使⽤施設等への⼈の不法な侵⼊等の防⽌）
第⼗条 使⽤施設等を設置する⼯場⼜は事業所（以下「⼯場等」という。）は、使
⽤施設等への⼈の不法な侵⼊、使⽤施設等に不正に爆発性⼜は易燃性を有する物
件その他⼈に危害を与え、⼜は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込ま
れることを防⽌するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。
２ ⼯場等は、必要に応じて、不正アクセス⾏為（不正アクセス⾏為の禁⽌等に関
する法律（平成⼗⼀年法律第百⼆⼗⼋号）第⼆条第四項に規定する不正アクセス
⾏為をいう。）を防⽌するため、適切な措置が講じられたものでなければならな
い。

（閉じ込めの機能）
第⼗⼀条 使⽤施設等は、次に掲げるところにより、核燃料物質⼜は核燃料物質に
よって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）を限定された区域に閉じ
込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。
⼀ 流体状の核燃料物質等を内包する容器⼜は管に核燃料物質等を含まない流体
を導く管を接続する場合には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まな
い流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
⼆ 六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが著しく漏えいす
るおそれがあるものは、漏えいの拡⼤を適切に防⽌し得る構造であること。
三 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の⼀⼜は⼆以上を含む物質
（使⽤済燃料を除く。）を使⽤し、貯蔵し、⼜は廃棄する（保管廃棄する場合
を除く。）セル、グローブボックスその他の気密設備（以下「セル等」とい
う。）⼜は再処理研究設備（再処理の研究の⽤に供する設備であって、気密⼜
は⽔密を要するものをいう。）をその内部に設置するセル等は、給気⼝及び排
気⼝を除き、密閉することができる構造であること。
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四 液体状の核燃料物質等を使⽤し、貯蔵し、⼜は廃棄するセル等は、当該物質
がセル等の外に漏えいするおそれがない構造であること。
五 密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開⼝部の⾵速を適
切に維持し得るものであること。
六 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の⼀⼜は⼆以上を含む物質
を使⽤し、貯蔵し、⼜は廃棄する（保管廃棄する場合を除く。）室並びに核燃
料物質による汚染の発⽣のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得
るものであること。
七 セル等がその内部を負圧状態に保つ必要があるものであるときは、当該セル
等は、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。
⼋ 液体状の核燃料物質等を使⽤し、貯蔵し、⼜は廃棄する設備が設置される施
設（液体状の核燃料物質等の漏えいが拡⼤するおそれがある部分に限る。）
は、当該物質が当該施設内に漏えいした場合にも、これが施設外に漏えいする
おそれがない構造であること。

（⽕災等による損傷の防⽌）
第⼗⼆条 使⽤施設等は、⽕災及び爆発の発⽣を防⽌することができ、かつ、⽕災
及び爆発の影響を軽減するために次に掲げる措置が講じられたものでなければな
らない。
⼀ ⽕災⼜は爆発の影響を受けることにより使⽤施設等の安全性に著しい⽀障が
⽣ずるおそれがある場合は、消⽕設備及び警報設備（警報設備にあっては、⾃
動⽕災報知設備、漏電⽕災警報器その他の⽕災の発⽣を⾃動的に検知し、警報
を発するものに限る。）が設けられていること。
⼆ 前号の消⽕設備及び警報設備は、その故障、損壊⼜は異常な作動により安全
上重要な施設の安全機能に著しい⽀障を及ぼすおそれがないものであること。
三 ⽕災⼜は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り
不燃性⼜は難燃性の材料を使⽤するとともに、必要に応じて防⽕壁の設置その
他の適切な防護措置が講じられたものであること。
四 ⽔素を取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）は、適切に接地さ
れているものであること。
五 ⽔素その他の可燃性ガスを取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除
く。）を設置するセル等及び室は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合
においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防⽌するための適
切な措置が講じられたものであること。

（溢⽔による損傷の防⽌）

第⼗三条 使⽤施設等は、その施設内における溢⽔の発⽣によりその安全機能を損
なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけ
ればならない。

（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌）
第⼗四条 使⽤施設等は、その施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機
能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。
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